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刑事司法に関連する行為者への信頼と
刑事司法に対する態度の関連

向井 智 哉＊・藤 野 京 子＊＊

Relationship of Trust in Actors Related to Criminal Justice
with Attitudes Toward Criminal Justice

Tomoya MUKAI＊and Kyoko FUJINO＊＊

This study aimed to explore the relationship of trust in actors related to criminal justice with attitudes
toward criminal justice and to identify the determinants of trust. A questionnaire was administered to
332 Japanese adults. The following results were obtained: (1) trust in actors was generally determined
by respondents’ perceptions on actors’ value similarity, capacity, and fairness; (2) the relationship be-
tween trust and perceptions varied depending on respondents’ level of interest in crime-related issues;
and (3) while attitudes toward criminal justice were related to trust in researchers, victims, prison offi-
cers, politicians, community members, and judges, they were not related to trust in policemen and
prison officers The implications of these findings have been discussed.
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問題と目的

信頼とは，「相手の行為が自分にとって否定的な帰
結をもたらしうる不確実性のある状況で，それでも，
そのようなことは起こらないだろうと期待し，相手
の判断や意思決定に任せておこうとする心理的な状
態」と定義される概念である（中谷内・Cvetkovich，
2008）。
信頼は，これまで主に一般的信頼（e.g.，山岸，1998）
や政治的信頼（e.g.，村山，2003）の観点から検討さ
れてきた。後者の政治的信頼に関しては，たとえば善
教（2013）は，政治的な信頼が特定の政策を支持する

態度と関連することを示し，蒲島（1998）は投票権の
行使など政治行動への支持と関連することを報告し
ている。このように政治的な信頼は政治に関する態
度や行動と関連することが示されてきた。
また近年においては，刑事司法の分野においても
一般市民の信頼は重要性を増しつつある。司法に対
する一般市民の信頼の向上に資することを目的とし
て，裁判員制度が導入されたこと（裁判員法第 1条）
は，その顕著な現われである。
以上のように，信頼は刑事司法制度の円滑な機能
にとって重要であることが認識されつつある。しか
し，刑事司法に関連する行為者への信頼が，どのよう
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な要因によって規定されるかを検討した研究はごく
少数にとどまる（例外として Buckler，Cullen，＆
Unnever，2007；Wu，2014など）。そこで本研究で
は，刑事司法に限定されない，より一般的な制度への
信頼を対象としてきた先行研究に着目し，そこで得
られている知見が刑事司法に関連する行為者への信
頼にも適用可能であるかを検討する。
信頼研究 これまでの信頼研究には大きく 2つの
流れがあるとされる（中谷内・Cvetkovich，2008；
中谷内・工藤・尾崎，2014）。一つは，Hovland，
Janis，＆ Kenny（1953，辻・今井訳 1970）を中心と
したイェールコミュニケーション研究プログラムに
端を発する「伝統 的 信 頼 モ デ ル」（中 谷 内・
Cvetkovich，2008）である。このモデルでは，相手
が問題に対処するのに十分な能力を持つという，能
力に関する認知（以下，能力認知とする）ならびに相
手が誠実に職責を果たそうとしているという，意図
に関する認知（以下，意図認知とする）の 2つの要素
が信頼を導く重要な要因であるとされ，多くの研究
がこのモデルを支持している（e.g.，Kasperson，Gold-
ing，＆ Tuler，1992；McGinnies＆Ward，1980；
Peters，Covello，＆McCallum，1997）。なお，意図
認知に関しては，透明性や誠実さ（Peters et al.，
1997），客観性や配慮（Kasperson et al.，1992），公
正性に関する認知など，いくつかの変数で代表され
てきたが，中谷内・Cvetkovich（2008）は，意図認
知の代表としてもっともしばしば用いられている変
数は公正性についての認知（以下，公正認知とする）
であることを指摘している。
上述の二要因モデルに対して，より近年にはもう

1つの信頼研究の流れとして「主要価値類似性モデ
ル」（Earle＆ Cvetkovich，1995）あるいは「同意モデ
ル」（Earle，2010）が提案され関心を集めている。こ
こで「主要価値」とは，「ある問題に対処するにあたっ
て従うべきとされる目標や手段について個人が抱く
表象」を意味する（Cvetkovich＆Winter，2010，
p. 193）。このモデルでは，能力認知や意図認知より
も，相手の主要価値が自分のそれと類似していると
いう認知（以下，価値類似認知とする）が，信頼を導
く要因であることが予測される（Cvetkovich，
1999）。実際，これら 2つのモデルを直接的に検討す
る研究もおこなわれており，それらの研究では，3
つの要因いずれもが信頼を予測することが示されて

いる（Savadori，Graffeo，Bonini，Lombardi，Ten-
tori，＆ Rumiati，2010）。
また先行研究では，対象となる問題に回答者が関
心を寄せるかどうかに応じて，信頼と関連を示す要
因が異なることも報告されている（Cvetkovich＆
Nakayachi，2007； Earle＆ Siegrist，2006；中 谷
内・Cvetkovich，2008；中 谷 内・野 波・加 藤，
2010）。たとえばタバコに関する政府への信頼を検討
した Nakayachi＆ Cvetkovich（2010）は，関心が低
い回答者よりも関心が高い回答者において価値類似
認知と信頼の関連が強いこと，逆に能力認知と信頼
の関連は関心が高い回答者でよりも関心が低い回答
者において強いこと，公正認知はどちらの群でも大
きな違いがないことなどを報告している。
刑事司法と関連する行為者への信頼を検討した研
究では，手続的公正などの観点から，主として公正認
知と信頼の関連が検討されている（e.g.，Buckler et
al.，2007）。この公正認知は，上述のように，伝統的
信頼モデルに含まれる意図認知として最も頻繁に検
討されてきた変数である。また価値類似性について
も，小出（2007）は，警察官と市民が対等な目線に立っ
て防犯活動を行っていくことの重要性を指摘し，価
値類似性が刑事司法の実践の現場において重要な要
素であることを示唆している。これらのことから，刑
事司法と関連する行為者の信頼の規定要因として，
公正認知，能力認知，価値類似性認知を含んだモデル
を検討することは妥当だと考えられる。
しかしこのように，刑事司法と関連する行為者へ
の信頼と公正認知の関連を示す知見が存在し，価値
類似認知の重要性を示唆する言及がある一方で，公
正認知や価値類似認知を同時に検討した研究は存在
しない。したがって，これらの信頼の規定要因を包括
的に検討することには一定の意義があると考えられ
る。
以上の検討をもとに本研究では，能力認知，意図認
知，価値類似認知が刑事司法に関連する行為者への
信頼を説明するかを検討することを第一の目的とす
る。
くわえて，第二の目的として，犯罪者の処遇という
問題への関心の高低によって信頼とより強く結びつ
く要因はどのように変化するかを検討する。
信頼と刑事司法に対する態度 また信頼は，刑事
司法に対する態度とも関連することが指摘されてき
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た（Simon，2007； Zimring，Hawkins，＆ Kamin，
2001）。実証研究も多く行われており（Costelloe，
Chiricos，Burianek，Gertz，＆Maier-Katkin，2002；
Ramirez，2013； Sööt，2013； Tyler＆ Boeckmann，
1997； Unnever ＆ Cullen， 2010），たとえば
Ousey＆ Unnever（2012）は，法システムに対する
信頼が厳罰傾向と負の関連を示すことを報告し，Co-
chran＆ Piquero（2011）は，裁判所に対する不信が
厳罰傾向と正に関連することを示している。
信頼が刑事司法に対する態度と結びつくメカニズ
ムとして，Cochran＆ Piquero（2011）や Unnever＆
Cullen（2010）は，刑事司法への信頼の低さは，刑事
司法が犯罪者を「甘やかして」おり，犯罪の被害者に
対して配慮していないという見解に結びつくという
理由から，厳罰傾向と関連するのだと説明している。
このような説明は主として警察官や裁判官，刑務
所の職員あるいは関連する分野の学者・研究者な
ど，犯罪者の統制を公式の立場で担ってきた行為者
を念頭においたものである。しかし，Garland（2001）
は，1970年代以降の刑事司法においては，犯罪の被
害者や政治家，あるいはコミュニティのメンバーと
いった，従来の刑事司法からは除外されていた行為
者も重要な役割を果たすようになったことを指摘し
ている。
このような指摘を考慮に入れれば，警察官などの
刑事司法と関連する従来の行為者だけではなく，被
害者などの新たな行為者への信頼と刑事司法に対す
る態度の関連を検討することが有益だと考えられ
る。しかし，これまでの研究の検討対象は，上述の法
システムや裁判所にくわえ，最高裁判所（Un-
never＆ Cullen，2010）や警察（Costelloe et al.，2002）
に限定されてきた。くわえて，日本においては，刑事
司法と関連する行為者への信頼と刑事司法に対する
態度の関連はこれまで実証的には検討されていな
い。
そこで本研究では，警察官，裁判官，刑務所の職員，
学者・研究者という刑事司法と関連する従来の行為
者だけではなく，被害者，政治家，コミュニティのメ
ンバーという新たな行為者への信頼と刑事司法に対
する態度の関連を探索的に検討することを第三の目
的とする。

方 法

調査参加者および調査実施の手続き
ウェブ調査会社に登録するモニターを対象にウェ
ブ調査を行なった。回答者は 332名（平均年齢 47.9
歳，SD = 14.0，女性 148名，男性 184名）であり，
年齢の分布は，10代 6人（1.8%），20代 27人（8.1%），
30代 60人（18.1%），40代 96人（28.9%），50代 69
人（20.8%），60代 51人（15.4%），70代以上 23人
（6.9%）であった。調査は 2017年 8月に行われた。質
問紙はウェブ調査会社の募集ページに掲載され，そ
れを目にし，回答を希望した登録モニターが回答を
行なった。質問紙の最初のページにはこの調査が犯
罪についてのものであること，回答は任意であり匿
名で行われることなど倫理にかかわる事柄が記載さ
れており，それに同意した回答者のみが回答を行っ
た。
評価対象の行為者
本研究では，刑事司法に関連する行為者として，上
述の理由から，「警察官」，「裁判官」，「刑務所職員」，
「犯罪を専門とする学者・研究者」（以下，学者・研究
者とする），「政治家」，「（町内会などの）地域コミュ
ニティのメンバー」（以下，コミュニティとする），「犯
罪の被害者」（以下，被害者とする）の 7つの行為者を
選択した。
質問紙の構成
教示文 質問紙の冒頭で，「社会の注目を浴びる犯
罪事件が起きるたびに，その事件を起こした犯罪者
をどのように処罰すればいいのか，という問題が議
論を呼びます。この問題については，その犯罪者を厳
しく罰する必要があると考える人もいれば，犯罪者
を罰するだけでは犯罪の問題は解決しないと考える
人もいます。この問題について，あなたご自身の考え
を教えてください」と教示し，質問紙に含まれる以下
の設問が，犯罪者処遇にかかわるものであることを
伝えた。
関心 以上の教示文を呈示した上で，「あなたはこ
の問題について（賛成・反対にかかわらず）関心があ
りますか」という尋ね，犯罪者処遇に関する関心を，
「全然関心がない」（1）から「非常に関心がある」（5）の
5件法で尋ねた。
行為者の評価 上述 7つの行為者について，中谷
内・Cvetkovich（2008）の項目に基本的に従い，以
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下 4項目に対して回答を求めた。なお本研究では，意
図認知を代表させる変数として，公正認知を用いた。
これは，刑事司法に対する態度の研究では公正が重
要な変数として取り上げられることが多かったこと
（e.g.，Tyler，1990； Tyler，Boeckmann，Smith，＆
Huo，1997大渕・菅原訳 2000），ならびに意図認知の
代表としてもっともしばしば用いられている変数が
公正認知であること（中谷内・Cvetkovich，2008）に
よる。
信頼の項目は「あなたは以下に示す人々をどの程
度信頼していますか」であり，「まったく信頼してい
ない」（1）から「非常に信頼している」（5）の 5件法で
回答を求めた。中谷内・Cvetkovich（2008）では
「組織」に対する評価が求められているが，本研究で
評価対象として選択した一部の評価対象（「被害
者」など）は，明確な組織として想定することは困難
であるため，「人々」の語を用いるよう変更した。ま
た測定項目についても，中谷内・Cvetkovich（2008）
では，「以下に示すいずれかの組織が，花粉症緩和米
を認可する・しないの一切の権限を持つとしたら，
あなたはそれぞれにどの程度，賛成しますか」という
項目が用いられている。しかし刑事司法に関連する
先行研究では，より直截的に「どの程度信頼するか」
という項目が用いられることが多い（e.g.，Co-
chran＆ Piquero，2011； Ousey＆ Unnever，2012）。
また現実的に，現在の日本において「被害者」や「コ
ミュニティ」が犯罪者処遇に関する一切の権限を持
つことは考えられない。以上のことから本研究では，
それぞれの「人々」を「どの程度信頼するか」という
形で信頼を測定した。
能力認知の項目は「あなたは，以下の人々が，犯罪
者処遇の問題を判断するための専門的能力をもつと
思いますか」であり，「まったくもたない」（1）から
「大いにもつ」（5）の 5件法で回答を求めた。公正認知
の項目は「あなたは，以下の人々が，犯罪者処遇の問
題を公正に判断できると思いますか」であり，「たい
へん不公正」（1）から「たいへん公正」（5）の 5件法で
回答を求めた。価値類似認知の項目は「あなたが犯罪
者処遇の問題を考えるにあたって重要視することが
らと，以下の人々が重要視するだろうと思われるこ

とがらとは，どれくらい一致していると思いますか」
であり，「全然一致しない」（1）から「高く一致する」
（5）の 5件法で回答を求めた。
刑事司法に対する態度 向井・藤野（2018）によっ
て作成された刑事司法に対する態度尺度を用いた。
この尺度は，「刑罰の厳罰化」（M = .4.12，SD = 1.01，
α = .92），「刑罰の早期拡大化」（M = .3.60，SD = 0.92，
α = .92），「治療の推進化」（M = .3.48，SD = 0.90，α

= .90），「治療の早期拡大化」（M = .3.97，SD = 0.79，
α = .87）への支持という 4つの因子から構成されて
いる。それぞれの因子の構成概念は，「犯罪の取り締
まりを，より厳しい手段で行なうことを支持する態
度」，「より早い段階で，より多くの行為を，刑罰とい
う手段によって取り締まることを支持する態度」，
「犯罪者に対する教育や治療を，より推進することを
支持する態度」，「より早い段階で，より多くの行為に
対して，教育や治療を行うことを支持する態度」であ
る。尺度に含まれる 22項目に「まったく当てはまら
ない」（1）から「とても当てはまる」（6）の 6件法で回
答を求めた。
最後に統制変数として，年齢と性別を尋ねた。

結 果

信頼と能力認知・公正認知・価値類似認知の関連
評価対象とした行為者の信頼，能力認知，公正認
知，価値類似認知の得点（Table 1）ならびに信頼と
その規定要因間の相関係数（Table 2）を確認した上
で，目的 1および目的 2の検討を行なった。具体的に
は，関心の高低ごとに，行為者への信頼を従属変数と
した重回帰分析を行った（Table 3）。その際には，
step 1では統制変数として年齢と性別のみを投入
し，step 2で能力認知，公正認知，価値類似認知を投
入した。関心に関する上記の設問に「どちらとも言え
ない」（3）と答えた回答者を除外し，それより得点が
高かった回答者を高関心群（n = 159），それより得点
が低かった回答者を低関心群（n = 46）とした。
全体群では，被害者に対する公正認知以外のすべ
ての変数が信頼と有意な関連を示した。関心の高低
ごとに行われた分析を見ると 1，価値類似認知と信頼
の関連は，被害者を除くすべての行為者について低

1回帰係数間の差の検定には，Z値に変換した上で差の検定を行う手法（Paternoster，Brame，Mazerolle，＆ Piquero，
1998）や，回帰係数の信頼区間の重複をもとに判断する手法（Cumming，2009）などが提案されているが，ここでは中
谷内・Cvetkovich（2008）に従い，変数間の相対的な大きさに着目し，差の検定は行わなかった。
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Table　1　信頼および信頼の規定要因間の相関係数

M （SD） 信頼 価値類似認知 能力認知
信頼 警察官 3.20 （0.87）

裁判官 3.40 （0.80）
学者・研究者 3.17 （0.83）
刑務所職員 3.06 （0.77）
政治家 2.21 （0.89）
コミュニティ 2.99 （0.71）
被害者 3.17 （0.73）

価値類似認知 警察官 3.17 （0.82） .42＊＊
裁判官 3.30 （0.80） .59＊＊
学者・研究者 3.13 （0.78） .50＊＊
刑務所職員 2.99 （0.71） .37＊＊
政治家 2.55 （0.87） .56＊＊
コミュニティ 3.00 （0.71） .58＊＊
被害者 3.17 （0.75） .56＊＊

能力認知 警察官 3.06 （0.94） .59＊＊ .54＊＊
裁判官 3.54 （0.88） .60＊＊ .77＊＊
学者・研究者 3.47 （0.83） .59＊＊ .57＊＊
刑務所職員 2.94 （0.82） .39＊＊ .59＊＊
政治家 2.29 （0.92） .64＊＊ .73＊＊
コミュニティ 2.59 （0.82） .70＊＊ .65＊＊
被害者 2.82 （0.84） .39＊＊ .59＊＊

公正認知 警察官 2.93 （0.82） .57＊＊ .67＊＊ .49＊＊
裁判官 3.44 （0.84） .63＊＊ .71＊＊ .68＊＊
学者・研究者 3.27 （0.78） .52＊＊ .60＊＊ .55＊＊
刑務所職員 2.97 （0.64） .58＊＊ .63＊＊ .67＊＊
政治家 2.38 （0.89） .66＊＊ .74＊＊ .74＊＊
コミュニティ 2.78 （0.72） .73＊＊ .51＊＊ .69＊＊
被害者 2.74 （0.79） .13 .40＊＊ .64＊＊

＊＊p＜ .01，＊p＜ .05

関心群よりも高関心群で強かった。また，能力認知と
信頼の関連は，刑務所職員を除くすべての行為者に
ついて高関心群よりも低関心群で強かった。また，公
正認知と信頼の関連は，警察官と裁判官を除く 5つ
の行為者において，高関心群より低関心群で強かっ
た。裁判官についてはその関連は高関心群より低関
心群で強く，警察官では両群で同じ値であった。
刑事司法に対する態度と信頼の関連
つづいて，刑事司法に対する態度と信頼間の相関
係数を確認した上で（Table 4），刑事司法に対する態
度の各因子を従属変数とした重回帰分析を行った
（Table 5）。上の分析と同様の手順で階層的に分析を
行なった。刑罰の厳罰化への支持は，被害者および刑
務所職員への信頼と正の関連を示した。また，政治家
への信頼とは負の関連を示した。刑罰の早期拡大化
への支持は，被害者への信頼とのみ正の関連を示し

た。治療の推進化への支持は，学者・研究者およびコ
ミュニティへの信頼と正の関連を示した。最後に，治
療の早期拡大化への支持は，裁判官への信頼と負の
関連を示し，学者・研究者への信頼と正の関連を示
した。
なお，上記 Table 3と Table 5の分析に含まれる

独立変数間には高い相関が見られたが（Table 2，
4），これら 2つの表に含まれるモデルの VIFは 2.91
以下であり，上記の結果は多重共線性によるもので
はないと判断できる。

考 察

本研究では，一般市民を対象として，刑事司法と関
連する行為者への信頼がどのような要因によって規
定されるのか（目的 1），関心の高低によって信頼と
強く結びつく要因は異なるのか（目的 2），そして行
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Table　2　信頼および信頼の規定要因間の相関係数

信頼 価値類似認知 能力認知
価値類似認知 警察官 .42＊＊

裁判官 .59＊＊
学者・研究者 .50＊＊
刑務所職員 .37＊＊
政治家 .56＊＊
コミュニティ .58＊＊
被害者 .56＊＊

能力認知 警察官 .59＊＊ .54＊＊
裁判官 .60＊＊ .77＊＊
学者・研究者 .59＊＊ .57＊＊
刑務所職員 .39＊＊ .59＊＊
政治家 .64＊＊ .73＊＊
コミュニティ .70＊＊ .65＊＊
被害者 .39＊＊ .59＊＊

公正認知 警察官 .57＊＊ .67＊＊ .49＊＊
裁判官 .63＊＊ .71＊＊ .68＊＊
学者・研究者 .52＊＊ .60＊＊ .55＊＊
刑務所職員 .58＊＊ .63＊＊ .67＊＊
政治家 .66＊＊ .74＊＊ .74＊＊
コミュニティ .73＊＊ .51＊＊ .69＊＊
被害者 .13 .40＊＊ .64＊＊

＊＊p＜ .01，＊p＜ .05

為者に対する信頼は刑事司法に対する態度とどのよ
うな関連を示すのか（目的 3）を検討した。
まず目的 1については，被害者という例外を除け
ば，刑事司法と関連する行為者への信頼は能力認知，
公正認知，価値類似認知によって規定されることが
示された。従来，刑事司法と関連する行為者への信頼
は主として公正認知の観点から検討されることが多
かった（e.g.，Buckler et al.，2007）。それに対して，
本研究の結果は，信頼は相手と自分が求めることが
一致しているという価値類似認知によっても規定さ
れることを明らかにしたものと言える。唯一の例外
として，被害者への信頼と公正認知は有意な関連を
示さなかったが，これは被害者が他の評価対象と比
べて制度化されておらず，公正さを期待されること
が少なかったことに起因すると考えられる。
また，本研究では第二の目的として，関心の高低に
よって信頼の規定要因に相違が見られるのかを検討
した。中谷内・Cvetkovich（2008）では，関心が高
い場合には価値類似認知が重要になり，関心が低い
場合には能力認知と公正認知が重要になることが示
されていた。この知見と一致して，概して本研究で
は，犯罪者の処遇という問題について関心が高い群

では，行為者への信頼と価値類似認知の関連が相対
的に強いのに対し，関心が低い回答者間では行為者
への信頼と能力認知の関連，および行為者への信頼
と公正認知の関連が相対的に強いことが示された。
このような結果が得られた理由を，中谷内・

Cvetkovich（2008）は以下のように説明している。
つまり，関心が低い人々は時間や能力などの資源を
節約するべく合理的で中立的な判断をしてくれる
「解を発見する代理人」を求めるため公正性や能力を
重視する。関心が高い人々はすでに自らの求めるも
のを明確に認識しているため，解の発見は必要なく，
その価値を現実のものにする「解を実現する代理人」
を求める。そのため価値類似が重視されるという説
明である。このような説明は，本研究の結果にも当て
はまるものと考えられる。
しかし一方で，以下 4つの関連については，上述の
説明とは異なる結果が得られた。まず被害者への信
頼と価値類似認知の関連であるが，この関連では，関
心の高低にかかわらず，価値類似認知が信頼と強い
関連を示した。その理由としては，上述のように被害
者は他の行為者と比べて制度化されている程度が低
いため，能力を有することや公正であることは，他の
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行為者と比べて求められにくいと考えられる。その
ため，信頼の評価に際しても，関心の高低にかかわら
ず，価値類似認知が重視されたのだと推測される。
また，裁判官および警察官への信頼と公正認知の
関連については，低関心群でも高関心群と変わらず
公正認知が重視された。その理由としては，裁判官と
警察官は，法をつかさどる代表的な行為者であり，特
に公正性が求められる人々であるからだと考えられ

る。つまりこれらの行為者が公正であることは，多く
の人々にとって自身の価値に類似したものである。
そのため価値類似認知が重要になるとされる高関心
群でも，公正認知と信頼の関連は低関心群と比べて
低くなかった可能性がある。
刑務所職員の場合には，上の説明に反して，低関心
群より高関心群で能力認知と信頼の関連が強かっ
た。このような結果が得られた理由としては，上の関
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Table　4　刑事司法に対する態度と信頼間の相関係数

変数名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
〈刑事司法に対する態度〉
1 刑罰の厳罰化
2 刑罰の早期拡大化 .66＊＊
3 治療の推進化 － .18＊＊ .06
4 治療の早期拡大化 .33＊＊ .43＊＊ .43＊＊

〈行為者に対する信頼〉
5警察官 .13＊ .13＊ .11＊ .10
6 裁判官 .09 .12＊ .14＊ .11＊ .65＊＊
7 学者・研究者 .09 .08 .25＊＊ .30＊＊ .51＊＊ .63＊＊
8 刑務所職員 .15＊＊ .15＊＊ .10 .19＊＊ .57＊＊ .51＊＊ .52＊＊
9 政治家 － .05 .05 .09 － .10 .41＊＊ .32＊＊ .34＊＊ .35＊＊
10コミュニティ .03 .06 .28＊＊ .14＊＊ .33＊＊ .36＊＊ .38＊＊ .40＊＊ .33＊＊
11 被害者 .20＊＊ .14＊ .06 .13＊ .19＊＊ .25＊＊ .25＊＊ .21＊＊ .13＊ .23＊＊
〈統制変数〉
12 年齢 .06 － .01 .13＊ .01 .16＊＊ .06 － .05 .05 .06 .12＊ .07
13 性別
（1＝男性，0＝女性）

－ .08 － .13＊ .01 － .14＊ .04 － .02 － .09 .04 .08 .03 .03 .39＊＊

＊＊p＜.01，＊p＜.05

連について述べたことと同様に，刑務所職員には能
力が強く求められるため，関心の高低にかかわらず，
能力認知が重視された可能性がまず考えられる。し
かし，能力が求められるのは刑務所職員だけではな
く，たとえば学者・研究者についても同様である。し
たがって，このような説明はあまり説得的ではない。
別の可能性として第三の変数が介在している可能性
などが考えられるが，現段階では明確な考察を行う
ことは困難である。今後の知見の蓄積を待って論じ
るべきであろう。
本研究では第三の目的として，信頼と刑事司法に
対する態度の関連を検討した。その結果，信頼と刑事
司法に対する態度の関連は，信頼の対象となる行為
者ごとに異なることが示された。従来の研究で取り
上げられることの多かった警察官と裁判官への信頼
は，単相関ではそれぞれ刑事司法に対する態度尺度
の下位因子と有意な相関を示したものの，重回帰分
析で他の行為者への信頼と年齢および性別を統制し
た場合には，どの下位因子とも有意な関連を示さな
かった。一方，被害者，学者・研究者，コミュニティ，
政治家，刑務所職員への信頼は，刑事司法に対する態
度と関連を示した。
近年の刑事司法では，被害者の存在感が増すこと
で厳罰化が促進されてきたことが指摘され（松原，
2003），そのような指摘を支持する知見が得られてい

る（白岩・唐沢，2015）。本研究でも被害者への信頼
と刑罰の厳罰化や早期拡大化のあいだに正の関連が
見られたことは，厳罰化への支持の背後には被害者
への信頼があることを示唆していると考えられる。
さらに，刑務所職員への信頼は，厳罰化への支持と
正の関連を示した。一般の市民にとって刑務所は罰
を与えるところだと捉えられていると考えられる。
そのため，そのような施設に勤務する刑務所職員へ
の信頼は，罰を通じた処遇を強調する見解につなが
る理由から，厳罰化への支持と正の関連を示すのだ
と推測される。
一方の治療の推進化と早期拡大化への支持は，学
者・研究者への支持と正の関連を示した。Christie
（2000，寺澤・平松・長岡訳 2002）は，欧米諸国で厳
罰化が観察された 1970年代以降にもオランダでは
厳罰化が見られなかった理由として，それらの国で
は研究者の権威が高く，安易に大衆迎合的な政策が
とられなかったことを挙げている。本研究の結果は，
これらの指摘と一致して，学者・研究者への信頼は
治療的な刑事司法への支持と結びつくことを示唆し
ている。
政治家への信頼については，刑罰の厳罰化への支
持と負の関連が観察された。西欧においては刑事司
法に属するエリートへの不信が厳罰化を生じさせた
との指摘がなされてきた（Bottoms，1995）。そのよ
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Table　5　刑事司法に対する態度を従属変数とした重回帰分析

刑罰の厳罰化 刑罰の早期拡大化 治療の推進化 治療の早期拡大化
step 1 step 2 step 1 step 2 step 1 step 2 step 1 step 2

警察官 .11 .06 － .03 .00
裁判官 － .05 .03 － .04 － .15＊
学者・研究者 － .01 － .07 .26＊＊ .36＊＊
刑務所職員 .14＊ .12 － .09 .13
政治家 － .13＊ .00 － .03 － .24＊＊
コミュニティ － .05 － .02 .24＊＊ .07
被害者 .19＊＊ .12＊ － .03 .06
年齢 .11 .08 .04 .14＊ .13＊ .08 .09
性別 － .12＊ － .12＊ － .14＊ － .04 － .01 － .17＊＊ － .13＊

R2 .02 .09＊＊ .02 .06＊ .02 .13＊＊ .02＊ .18＊＊
adj R2 .01 .06 .01 .03 .01 .10 .02 .15
ΔR2 .07＊＊ .04 .11＊＊ .15＊＊

表中の数値は標準化偏回帰係数を表す。性別は，男性を 1，女性を 0として投入した。
＊＊p＜ .01，＊p＜ .05

うな「エリート」には政治家も含まれる（Zimring
et al.，2001）。これらのことを考慮に入れれば，政治
家への信頼の低さが刑罰の厳罰化への支持と関連す
るという本研究の結果は，日本においても以上のよ
うな動きが観察しうることを示唆していると考えら
れる。
学者・研究者と同様に，コミュニティへの信頼に
も治療の推進化への支持と正の関連を示した。近年
の刑事政策では，しばしばコミュニティ内処遇の重
要性が論じられる（e.g.，浜井，2013）。本研究はコミュ
ニティ内処遇の支持を直接的に検討したものではな
いが，本研究の知見から，治療の推進化への支持とコ
ミュニティへの信頼を維持することの間には密接な
関連があることが示唆された。
一方，政治家および裁判官への信頼は，治療の早期

拡大化への支持と負の関連を示した。先行研究（Co-
chran＆ Piquero，2011； Unnever＆ Cullen，2010）
では，刑事司法への信頼の低さは，刑事司法が犯罪者
に甘いという見解と結びつくという理由から，厳罰
化への支持と正の関連を示すという説明がなされて
きた。この説明を考えれば，政治家および裁判官への
信頼についても同様に，これらの行為者が犯罪者の
治療の実施に十分配慮していないという見解に結び
ついたという理由から，政治家および裁判官への信
頼と治療の早期拡大化への支持のあいだには負の関
連が観察されたのではないかと推測される。
最後に本研究の課題について述べる。第一に，本研

究は回答者間の関心の高低によって信頼を説明する
要因が異なることを示したが，回答者内で関心の高
さが変化した場合にも同様の効果が見られるのかは
明らかにされていない。今後は実験法を用いて被験
者内での効果を検討することも必要かもしれない。
第二に，本調査では低関心群に含まれる回答者の数
が 46名と少なくなってしまった。関連して第三に，
本研究はウェブ調査を用いたものであり，サンプル
の代表性は確認されていない。今後はより大規模か
つ代表性の高い調査によって，本研究の知見を検証
することが有益だろう。第四に，価値類似認知をより
具体的な形で測定することが求められる。上で述べ
たように，警察官や裁判官のように公正性が多くの
人々を対象とする場合，それがどのような理由から
重視されているのかを判断できない。今後，各要因の
説明力を比較しようとする際には，回答者がそれぞ
れの評価対象に何を求めるのかを具体的に尋ね，価
値類似認知と公正認知（あるいは価値類似認知と能
力認知）を明確に区別した上で検討する必要がある
だろう。また信頼についても，本研究で評価対象とし
た行為者は刑事司法で各々異なる役割を果たしてい
る。そのため，人々が各行為者に対して持つ信頼にも
力点の置かれ方に相違が見られる可能性が考えられ
る。本研究では犯罪者処遇に関する信頼を測定した
が，今後の研究では各々の行為者に対するどのよう
な信頼が刑事司法の態度と強く関連するのかをより
詳細に検討していく必要もあろう。第五に，刑事司法
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に対する態度を従属変数とした重回帰分析では，そ
れぞれのモデルの決定係数は R2s＜ .18と決して高
くはなかった。このように決定係数が低かった理由
としては，何らかの媒介変数や調整変数が介在して
いる可能性が考えられる。今後はこのような変数を
組み込んだうえで調査を行うことが求められる。
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